
用途地域内の建築物の用途制限

※１ 本表は、用途制限の概要を示すものであり、すべての制限について掲載したものではない。

※２ 農産物の生産、集荷、処理等又は貯蔵に供するもの（政令で定めるもの（著しい騒音を発生するもの等）を除く。）、であれば建築可能

〇 建てられる用途

建てられない用途

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

② ③ 〇 〇 〇 ⑤ 〇 〇 〇 〇 ④ 〇
③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④ 〇

〇 〇 〇
▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 3,000㎡以下

▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲  10,000㎡以下
▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲  10,000㎡以下

〇 ▲ 〇 ▲  個室付浴場等以外

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲  600㎡以下

▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲  3,000㎡以下
▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 300㎡以下かつ２階以下

〇 ※２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 3,000㎡以下

① ① ① ※２ ② ② 〇 〇 〇 〇
※２ ② ② 〇 〇 〇 〇

※２ 〇 〇 〇 〇

① ② 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

用 途 地 域

  ①、②、③、④、⑤、▲ 面積、階数等の
  制限あり

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

店舗等の床面積が、150㎡を超え、500㎡以下のもの
店舗等の床面積が、500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が、3,000㎡を超えるもの
事務所等の床面積が、150㎡以下のもの

事務所等の床面積が、3,000㎡を超えるもの
ホテル、旅館

カラオケボックス等
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等

キャバレー等、個室付浴場等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校
大学、高等専門学校、専修学校等
図書館等
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、福祉ホーム
老人福祉センター、児童厚生施設等
自動車教習所
単独自動車車庫（附属車庫を除く）

倉庫業倉庫
畜舎（15㎡を超えるもの）

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

量が非常に少ない施設

量が少ない施設
量がやや多い施設
量が多い施設

 建築物の用途制限

兼用住宅で、非住宅部分が50㎡以下かつ建築物の延べ面
積の2分の1以下のもの

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
非住宅部分の用途制
限あり

店舗等の床面積が、150㎡以下のもの ① ② ③ 〇 〇 〇
①
⑤ 〇 〇 〇 〇 ④ 〇

店舗等の床面積が、1,500㎡を超え、3,000㎡以下の
もの

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④ 〇

店舗等の床面積が、3,000㎡を超え、10,000㎡以下の
もの

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ④ 〇

事務所等の床面積が、150㎡を超え、500㎡以下のも
の

▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

事務所等の床面積が、500㎡を超え、1,500㎡以下の
もの

▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

事務所等の床面積が、1,500㎡を超え、3,000㎡以下
のもの

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習
場、バッティング練習場等

▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 3,000㎡以下

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ ① 〇 〇 〇 ②
①客席200㎡未満    
②客席10,000㎡以下

公会堂・集会所 ③ ③ ③ ① ② 〇 〇 ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
①２階かつ1,500㎡以下        
②3,000㎡以下            
③地区集会所に限り建築可能（600
㎡以下）

建築物附属自動車車庫 ① ① ② ② ③ ③ 〇 ① 〇 〇 〇 〇 〇 〇

①、②、③については、当該敷地
内にある建築物（自動車車庫を除
く）の延べ床面積以下かつ下記の
条件を満たすもの       
①600㎡以下かつ１階以下    
②3,000㎡以下かつ2階以下    
③300㎡以下かつ2階以下    
※一団地の敷地内について別に制
限あり

一般用倉庫 × × × ① ② 〇 〇 ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
①２階以下かつ1,500㎡以下   
②3,000以下         ③
農作物・農業の生産資材の貯蔵に
供するもの

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建
具屋、自動車店等で作業場の床面積が50㎡以下

▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
▲ ２階以下かつ原動機

の出力が0.75ｋｗ以下

①作業場の床面積が50㎡以下  
②作業場の床面積が150㎡以下 他
に原動機・作業内容の制限あり

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそ
れがある工場

※２ 〇 〇 〇 〇

自動車修理工場 ① ① ②    ③ ③ 〇 〇 〇 〇
①作業場の床面積が50㎡以下  
②作業場の床面積が150㎡以下 ③
作業場の床面積が300㎡以下  他
に原動機・作業内容の制限あり

火薬、石油類、ガスなどの危険
物の貯蔵・処理の量

①1,500㎡以下かつ2
階以下      
②3,000㎡以下
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①日用品販売店舗、喫茶
店、理髪店及び建具屋等の
サービス業用店舗２階以下  
②①に加えて、物品販売店
舗、飲食店、銀行の支店等
のサービス業用店舗で２階
以下           
③２階以下         
④物品販売店舗及び飲食店
以外            
⑤地域農産物の販売等の店
舗等で２階以下

事
務
所
等

▲ ２階以下

遊
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資料－１

（建築住宅課所管）

１－１



土地の開発等に伴う農振法及び農地法上の事務手続き（フロー）

②４ha以下 根室市

③４ha超える 大臣
（農水省）

現 況
地 目

土地利用区分
（都市計画法）

開発後の土地利用目的 土地利用計画の変更
農業振興地域の整備
に関する法律（農振法）

開発許可手続
（農振法）

事務フロー

例 農業用施設用地 集出荷施設等
混牧林地 植林等

例 農地 農業用施設用地
混牧林地

採草放牧地 農業用施設用地

例 住宅、ゴルフ場、リゾート施設
都市的施設等

（農振白地）

用途区分
・農地
・採草放牧地
・混牧林地
・農業用施設
用地

農業振興
地域内

農業振興
地域外

市街化
区域内農

用

地

市

町

村

行

政

区

域

定められた用途に利用する場合

農用地
区域内

用途区分以外の用途に利用する場合

用途区分を変更する場合 用途区分の変更

農用地区域の変更

農用地
区域外

許可不要の場合

農地か？
農業委員会で判断
（現況で確認）

農地転用の許可
（４・５条）

①農地転用の届出
（４・５条）

№１
○（ア）又は（イ）と② №２の農地転用のみ
の組合せの場合 行う

○（ウ）と②との組合せ №２
の場合

○（エ）と②との組合せ №３

○（ア）又は（イ）と③ №４の農地転用のみ
の組合せの場合 行う

○（ウ）と③との組合せ №４
の場合

○（エ）と③との組合せ №５

○（ア）（イ）（キ） 手続不要
の場合

○（ウ）（カ）の場合 №２の用途区分
変更のみ行う

○（エ）（オ）の場合 №３の農振法変更
手続きのみ行う

○（カ）と④との組合せ №６
の場合

○（キ）と④との組合せ №６の開発行為のみ
の場合 行う

○手続不要

非

農

用

地

市街化
区域外

農業振興地域内 農用地区域内 用途区分以外の用途に利用する場合 農用地区域の変更 許可不要

例 住宅、ゴルフ場、リゾート施設
都市的施設等

例 農地 農業用施設用地
混牧林地 農地

例 農地 農地開発等
農業用施設用地 集出荷施設等

（国・道、土地収用の場合等）

（国・道、土地収用の場合等）

（農振法）

用途区分を変更する場合 用途区分の変更

定められた用途に利用する場合

許可不要の場合

④開発行為の許可
（１５条の２）

農用地区域外

（農振白地）

農業振興地域外

許可不要

（農振法）

（農振法）

採
草
放
牧
地

農

地

・

雑
種
地
等

山
林
・
原
野

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

資料－２
（農林課農政担当）

２
－
１

（農地法）



№２〔農用地区域用途区分変更・知事許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農地法転用許可手続）

１ 転用相談

２ 転用申請指導

３ 農地転用申請（資料３部提出）

４ 農業委員会総会にて許可

（ ）３ａ以上の場合

７ 許可指令書の交付

（農振変更後）

（６）農用地利用計画変更案公告縦覧

（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間

意義申立期間 １５日間

（７）認 可

１ 用途区分の変更内容の申請

２ 協議・調整

３ 市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区
等〕

（通知）
４ 回答

（１ha 以下の場合）

５ 農用地利用計画変更決定
公告縦覧

（８ （農振手続完了））

市 町 村

市 町 村

北海道農業会議

（１ha 以

上の場合）

※農振整備計画認可権者

農業委員会

申出者

申出者

市 町 村

振 興 局

振 興 局

５ 諮 問

６ 答 申

２－２

振 興 局

農業委員会

申出者



№２〔農用地区域用途区分変更・知事許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農地法転用許可手続）

１ 転用相談

２ 転用申請指導

３ 農地転用申請（資料３部提出）

４ 農業委員会総会にて許可

（ ）３ａ以上の場合

７ 許可指令書の交付

（農振変更後）

（６）農用地利用計画変更案公告縦覧

（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間

意義申立期間 １５日間

（７）認 可

１ 用途区分の変更内容の申請

２ 協議・調整

３ 市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区
等〕

（通知）
４ 回答

（１ha 以下の場合）

５ 農用地利用計画変更決定
公告縦覧

（８ （農振手続完了））

市 町 村

市 町 村

北海道農業会議

（１ha 以

上の場合）

※農振整備計画認可権者

農業委員会

申出者

申出者

市 町 村

振 興 局

振 興 局

５ 諮 問

６ 答 申

２－２

振 興 局

農業委員会

申出者

№３〔農用地区域除外・知事許可案件〕

（農振法変更手続） （農地法転用許可手続）

１ 農用地区域からの除外申出

２ 協議・調整

３ 市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良
区等〕

４ 内容 審査・関係部課
と協議

５ 回答（通知）

６ 農用地利用計画変更案公告縦覧
（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間
意義申立期間 １５日間

７ 農振整備計画変更認可申請

８ 認可

市 町 村

※農振整備計画認可権者

申出者

市 町 村

振 興 局

振 興 局

市 町 村

９ 農振整備計画変更決定

公告

軽
微
な
変
更
の
場
合

２－３

振 興 局

１ 転用相談

２ 転用申請指導

３ 農地転用申請（資料３部提出）

４ 農業委員会総会にて許可

（ ）３ａ以上の場合

７ 許可指令書の交付

（農振変更後）

農業委員会

申出者

５ 諮 問

６ 答 申

農業委員会

申出者

北海道農業会議



№４〔農用地区域用途区分変更・大臣許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農地法転用許可手続）

１用途区分の変更内容の申請

２協議・調整

３市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区等〕

４農業振興地域整備計画の変更に係る農地転用
許可権者との調整（協議書４部）

５経由（内部審査、関係部課と協議）

６経由

６経由（内部審査、関係部課と協議）

７回答

８経由

９経由

１０農用地利用計画変更案公告縦覧
（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間
意義申立期間 １５日間

１１農振整備計画変更認可申請

１２認可

※農振整備計画認可権者

※農地転用許可権者
１３農振整備計画変更決定公告縦覧

１

以
下
の
場
合

ha

（１ha を越える場合）

７
申
出
に
対
す
る
内
示

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書

正
本

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書
写
３
部

１転用申請指導

９ ５ ４ ３
内 回 意 申の
示 答 見 出送
写 聴 複付

取 写

８ ６
内 申意
示 請見
写 書書

１
部

（転用事前審査手続終了）

１９
許交
可付
書

１８ １３ １２ １１
許 意 申１
可 回 見 請部
書 答 書 書送
送 聴 副付
付 取 本

１０
農
地
転
用
許
可
申
請
書

１７ １４
許送 申正各意
可 請 １見
書付 書副部書

１６ １５
許送 申意
可 請見
書付 書書

申出者

農業委員会

振 興 局

農林水産省

申出者

農業委員会

振興局

本 庁

農林水産省

市 町 村

振 興 局

本 庁

農林水産省

本 庁

振 興 局

市 町 村

振 興 局

市 町 村

農
振
変
更
手
続
完
了

２－４



№４〔農用地区域用途区分変更・大臣許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農地法転用許可手続）

１用途区分の変更内容の申請

２協議・調整

３市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区等〕

４農業振興地域整備計画の変更に係る農地転用
許可権者との調整（協議書４部）

５経由（内部審査、関係部課と協議）

６経由

６経由（内部審査、関係部課と協議）

７回答

８経由

９経由

１０農用地利用計画変更案公告縦覧
（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間
意義申立期間 １５日間

１１農振整備計画変更認可申請

１２認可

※農振整備計画認可権者

※農地転用許可権者
１３農振整備計画変更決定公告縦覧

（１０）

１

以
下
の
場
合

ha

（１ha を越える場合）

７
申
出
に
対
す
る
内
示

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書

正
本

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書
写
３
部

１転用申請指導

９ ５ ４ ３
内 回 意 申の
示 答 見 出送
写 聴 複付

取 写

８ ６
内 申意
示 請見
写 書書

１
部

（転用事前審査手続終了）

１９
許交
可付
書

１８ １３ １２ １１
許 意 申１
可 回 見 請部
書 答 書 書送
送 聴 副付
付 取 本

１０
農
地
転
用
許
可
申
請
書

１７ １４
許送 申正各意
可 請 １見
書付 書副部書

１６ １５
許送 申意
可 請見
書付 書書

申出者

農業委員会

振 興 局

農林水産省

申出者

農業委員会

振興局

本 庁

農林水産省

市 町 村

振 興 局

本 庁

農林水産省

本 庁

振 興 局

市 町 村

振 興 局

市 町 村

農
振
変
更
手
続
完
了

２－４

№５〔農用地区域除外・大臣許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農地法転用許可手続）

１農用地区域からの除外申出

２協議・調整

３市町村内での協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区等〕

４農業振興地域整備計画の変更に係る農地転用
許可権者との調整（協議書４部）

５経由（内部審査、関係部課と協議）

６経由

６経由（内部審査、関係部課と協議）

７回答

８経由

９経由

１０農用地利用計画変更案公告縦覧
（農用地区域からの除外）

縦覧期間 ３０日間
意義申立期間 １５日間

１１農振整備計画変更認可申請

１２認可

※農振整備計画認可権者

※農地転用許可権者
１３農振整備計画変更決定公告縦覧

１

以
下
の
場
合

ha

（１ha を越える場合）

７
申
出
に
対
す
る
内
示

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書

正
本

２
農
地
転
用
事
前
審
査
申
出
書
写
３
部

１転用申請指導

９ ５ ４ ３
内 回 意 申の
示 答 見 出送
写 聴 複付

取 写

８ ６
内 申意
示 請見
写 書書

１
部

（転用事前審査手続終了）

１９
許交
可付
書

１８ １３ １２ １１
許 意 申１
可 回 見 請部
書 答 書 書送
送 聴 副付
付 取 本

１０
農
地
転
用
許
可
申
請
書

１７ １４
許送 申正各意
可 請 １見
書付 書副部書

１６ １５
許送 申意
可 請見
書付 書書

申出者

農業委員会

振 興 局

農林水産省

申出者

農業委員会

振 興 局

本 庁

農林水産省

市 町 村

振 興 局

本 庁

農林水産省

本 庁

振 興 局

市 町 村

振 興 局

市 町 村

農
振
変
更
手
続
完
了

２－５



№６〔農用地区域用途区分変更・開発許可案件〕

（農振法農用地区域用途区分変更手続） （農振法開発行為）

～法第15 条の 2～

２市町村内で協議・調整
〔農業委員会、農協、土地改良区等〕

３農業振興地域整備計画に係る事前協議

４ 回答

（１ha を越える場合）

５農用地利用計画変更
決定公告縦覧

縦覧期間 ３０日間
異議申立期間 １５日間

６農振整備計画変更認可申請

※農振整備計画認可権者

７ 認 可

８農振整備計画変更決定公告
縦覧

（５ （農振変更手続完了））

１許可申請書提出
１団地 30a 未満～２部
１団地 30a 以上～３部

２市町村内で内容審査、
協議・調整

３許可申請書に意見を付
して進達

１団地 30a 未満～１部
１団地 30a 以上～２部

） （ ）（１団体 30a 以上の場合 １団体 30a 未満の場合

４許可申請書（１部）に
意見書を付して進達

４ 諮 問

５ 諮問

６ 答申
※認可権者

５ 答 申
７ 許 可

８ 指令書交付 ６ 許 可

９ 指令書交付 ７ 指令書交付

（
１

以
下
の
場
合
）

ha

開 発 行 為 計 画 者

市 町 村

振 興 局 支 庁

市 町 村

本 庁 北海道農業会議

振 興 局 振 興 局

振 興 局

市 町 村

市 町 村

開 発 行 為 計 画 者

２－６



大規模開発に関する埋蔵文化財等の規制について

根室市教育委員会

社会教育課

開発行為等規則関係事項一覧

※ 希少動植物については、種の保存法に基づき保護対策が設けられている。

※ その他、学術的に貴重な動植物群の存在が確認されれば、保護指導をすることもある。

対象物 箇 所 関係法令 内 容 備 考

埋蔵文化財 ３０８
文化財保護法第６章

埋蔵文化財 92 条～108 条

土地に埋蔵されている文

化財について、調査・土

木工事届出及び指示に関

する法律

文化財マップ

参 照

国指定史跡 ２５

文化財保護法

第６章・第７章

埋蔵文化財 92 条～108 条

史跡名勝天然記念物

109 条～133 条の 4

指定・管理及び復旧・環

境保全・保存のための調

査に関する法律

文化財マップ

参 照

（西月ヶ丘遺跡、

根室半島チャシ跡

群）

国指定特別天

然記念物
１

文化財保護法第７章

史跡名勝天然記念物

109 条～133 条の 4

指定・管理及び復旧・環

境保全・保存のための調

査に関する法律

文化財マップ

参 照

（タンチョ

ウ）

国指定天然記

念物
１１

文化財保護法第７章

史跡名勝天然記念物

109 条～133 条の 4

指定・管理及び復旧・環

境保全・保存のための調

査に関する法律

文化財マップ

参 照

（落石岬のサカイ

ツツジ自生地、オ

ジロワシほか）

国指定登録有

形文化財
４

文化財保護法

第３章第２節

登録有形文化財57条～69

条

重要文化財以外の有形文

化財で建造物であるもの

のうち、その文化財とし

ての価値にかんがみ保存

及び活用のための措置が

特に必要とされるもの

文化財マップ

参 照

（明治公園サイロ

３基、根室国後間

海底電信線陸揚施

設）
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３－２

土木工事等に伴う埋蔵文化財保護の流れ

▲

▲

開発事業計画策定 ※１　周知資料閲覧場所
１．市教委

埋蔵文化財保護うちの周知資料閲覧※１
２．道教委文化財・博物館課

次のいずれかに該当するかを確認※２ ※２　市教委にて確認してください。
・事業計画区域の全部または一部が、埋蔵文化財包 ※３　事前協議の提出・回答(通知)経路
蔵地の周知資料に記載の所在地番、位置図または略 (提出)協議者→市教委→北海道教育庁生涯学習推進
図のいずれかに合致する。 局文化財・博物館課
・計画区域の全部または一部が、埋蔵文化財包蔵地 (回答(通知))北海道教育庁生涯学習推進局文化財・
周知資料に記載の所在地番、位置図のまたは略図の 博物館課→協議者(市教委には写しを送付)
いずれかに接する。 ※４　所在調査事業予定地内の埋蔵文化財包蔵地の
・計画区域の総面積が１ha以上の場合 有無及び関わり方を表面踏査で確認する。過去の調
・埋蔵文化財が発見される可能性が高いと判断し、 査事例などから実施を省略する場合があります。
図面に明示・公開している区域。 ※５　試掘調査事業予定地内の埋蔵文化財の有無、

範囲、内容を対象面積の１％程度を試掘して確認す
該当しない 該当する る。試掘調査までに要する経費は、原則的に文化財

保護サイドで負担しますが、用地や作物・立木など
「埋蔵文化財保護のための事前協議書」

の補償経費は負担できません。
を根室市教育委員会に提出※３

※６　事業者が民間業者の場合は工事着手予定日の
60日前までに文化財保護法第93条の届出が、国の

調査不要 所在調査を実施※４
機関等の場合にはあらかじめ文化財保護法第94条
の通知が必要です。

埋蔵文化財が 試掘して確認す
確認されない る必要がある

試掘調査を実施※５

埋蔵文化財が 埋蔵文化財が
確認されない 確認された

着工支障なし 計画変更 計画変更 埋蔵文化財の状態と工事計画
(文書で回答) が可能 が不可能 から保護措置を検討

現状保存が必要
慎重工事または工事立会 発掘調査が必要

（文書で回答）
が必要（文書で回答） （文書で回答）

現状保存
経費等の準備・調整

文化財保護法第93、94条の規定に基づく届出・通知※６

慎重工事が必要 工事立会が必要 発掘調査必要
(文書で指示・勧告) (文書で指示・勧告) (文書で指示・勧告)

日程等調整 発掘調査実施機関に委託
工事着手

発掘調査の実施
遺跡を発見した

保存すべき重要な遺構が発見された
文化財保護法第96・97条の
規定に基づく届出・通知 保存協議

保護措置の指示 経費等の準備・調整
工事計画の 工事計画の
変更が不可能 変更が可能

慎重工事 工事立会 発掘調査
が必要 が必要 が必要 発掘調査の完了 現状保存
(文書で指 (文書で指 (文書で指 (現場引渡し)
示・勧告) 示・勧告) 示・勧告)

工事完了 工事着手

整理作業

報告書刊行

発掘調査委託の完了

出土文化財の譲与
事業完了

(根室市教育委員会へ)



太 陽 光 発 電 に か か る 注 意 点

根室市建設水道部建築住宅課
建築指導担当

■ 計画段階で注意すること
① 附属施設（機械室等）で人が点検に入るスペースが存在する場合には、建築物（工作物では

なく）として扱われることがある。

※建設実施前に、建築基準法により規制される工作物であるか、規制除外工作物で確認申請を
要さない工作物であるか事前に確認すること。
問合先：根室市建設水道部建築住宅課建築指導担当 （TEL 0153-23-6111）

■ 確認申請書の提出
工事の着工前に申請し、確認済証の交付を受けなければなりません。
高さ 4ｍを超えるものが申請対象。種別：一般工作物
提出先は、受付窓口である根室市建設水道部建築住宅課建築指導担当に提出願います。

■ 確認申請書に添付する書類
・確認申請書 一般工作物用 正本・副本の２部
・手数料
・図面等

■
完
了
検
査
申
請

書の提出
工事が完了したときは、検査を申請しなければなりません。
提出先は、受付窓口である根室市建設水道部建築住宅課建築指導担当に提出願います。

■ 完了検査申請書に添付する書類
・完了検査申請書 １部
・手数料

図書の種類 明示すべき事項

付 近 見 取 図
配 地 図
平面図又は横断面図
側面図又は縦断面図
構 造 詳 細 図
構 造 計 算 書

方位、道路及び目標となる地物
縮尺、方位、敷地境界線及び申請に係る工作物の位置
縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法
縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法
縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法
応力算定及び断面算定

資料－４

４－１



４－２



４－３



４－４



４－５



大規模開発に関する環境保全等の規制について

根室市市民生活部市民環境課

環境衛生担当

１．公的な法制限

（１）騒音規制法

根室市では騒音規制法に基づく指定地域を設定しています（昭和 48 年 3 月 10 日）。こ

の指定地域内では、騒音に係る環境基準及び特定工場等から発生する騒音の規制基準が設

定されています。

環境基準は、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望まし

い基準として、行政上の目標として設定しています。

規制基準は、特定工場等から発生する騒音、建設工事に伴って発生する騒音、自動車騒

音に係る許容限度等が定められており、個別的な対応となります。

太陽光発電施設に関しては、法律に定める騒音発生施設に該当しないことから規制基準

の適用を受けないため、発生する音については環境基準を守るよう指導することとなりま

す。

騒音指定地域内でくい打ち作業など特定建設作業を行う場合は、特定建設作業実施届出

が必要となります。

（２）振動規制法

基本的には騒音規制法と考え方は一緒です。太陽光発電施設に関しては振動の発生は少

ないことから問題はないと考えます。

ただし、振動指定地域内でくい打ち作業など特定建設作業を行う場合は、特定建設作業

実施届出が必要となります。

※騒音・振動の指定地域につきましては、北海道が運営する「騒音・振動・悪臭規制地域

マップ（騒音・振動・悪臭に係る規制地域図データシステム）」をご覧ください。

騒音・振動・悪臭規制地域マップ

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/khz/146090.html

（３）北海道公害防止条例・根室市公害防止条例

北海道公害防止条例では指定地域以外での騒音・振動発生施設を有する場合には届出の

対象となります。また、根室市公害防止条例では根室市全域に設置する騒音又は振動発生

施設について届出の対象となります。

しかし、太陽光発電施設に関しては北海道公害防止条例及び根室市公害防止条例におい

ては届出の対象施設とはなっていません。

ただし、指定地域以外の地域でくい打ち作業など特定建設作業を行う場合は、北海道公

害防止条例に基づく特定建設作業実施届出が必要となります。
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太陽光発電施設設置に係る公的な法制限

騒音に係る環境基準

（注）時間の区分は、昼間を午前６時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日

の午前６時までの間とする。

（道路に面する地域）

（備考）車線とは、一縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯

状の車道部分をいう。

（道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間についての特例基準値）

法 規 内 容

騒音規制法

・騒音指定地域の指定あり。

・届出対象外施設である。

・施設設置にあたり規制される基準はない。ただし、騒音については環境

基準を守るよう指導する。

・特定建設作業を行う場合は届出が必要。（市町村長に届出）

振動規制法

・振動指定地域の指定あり。

・届出対象外施設である。

・施設設置にあたり規制される基準はない。

・特定建設作業を行う場合は届出が必要。（市町村長に届出）

北海道公害防止条例

・騒音指定地域、振動指定地域以外の地域の騒音・振動発生施設及び特定

建設作業について届出が必要。

・届出対象外施設である。

・施設設置にあたり規制される基準はない。

・特定建設作業を行う場合は届出が必要。（市町村長に届出）

根室市公害防止条例

・根室市全域の騒音・振動発生施設について届出が必要。

・届出対象外施設である。

・施設設置にあたり規制される基準はない。

地域の

類 型
地 域 の 状 況

基準値（等価騒音レベル）

昼 間 夜 間

ＡＡ 特に静穏を要する地域 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

Ａ 専ら住居の用に供される地域
55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

Ｂ 主として住居の用に供される地域

Ｃ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

地 域 の 区 分
基準値（等価騒音レベル）

昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及

び、Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域
65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

基 準 値 （ 等 価 騒 音 レ ベ ル ）

昼 間 夜 間

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれて

いると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以

下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。
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※騒音に係る環境基準当てはめ地域等（平成 11 年 4 月 1 日 道告示第 532 号）

１ 道路に面する地域以外の地域（一般地域）

２－イ 道路に面する地域

２－ロ 道路に面する地域（幹線交通を担う道路に近接する空間についての特例基準値）

（注）１ 基準値は等価騒音レベル（LAeq）

２ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とすること。

３ Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とすること。

４ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域と

すること。

５ 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村

道（市町村道にあっては、４車線以上の区間に限る。）等

６ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端から

の距離によりその範囲が特定される。

・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 １５メートル

・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル

類型 騒音規制法に基づく指定地域 昼間（６～２２時） 夜間（２２～６時）

Ａ

第１種区域及び第２種区域（都市計画法に基づく

用途地域が第１・２種低層住居専用地域及び第

１・２種中高層住居専用地域に限る。）
５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｂ 第２種区域（類型Ａを当てはめる地域を除く。）

Ｃ 第３種区域及び第４種区域 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

類型 騒音規制法に基づく指定地域 車線
昼間

(６～２２時)
夜間

(２２～６時)

Ａ

第１種区域及び第２種区域（都市計画法に基づく

用途地域が第１・２種低層住居専用地域及び第

１・２種中高層住居専用地域に限る。）

２車線以上
６０デシベル

以下

５５デシベル

以下

Ｂ 第２種区域（類型Ａを当てはめる地域を除く。） ２車線以上 ６５デシベル

以下

６０デシベル

以下Ｃ 第３種区域及び第４種区域 １車線以上

昼 間（６～２２時） 夜 間（２２～６時）

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれて

いると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以

下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。
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特 定 建 設 作 業 に 係 る 届 出 一 覧

騒音規制法 振動規制法 北海道公害防止条例

【届出対象】騒音規制指定地域内で下記特定建設作業を行う
場合
【対 象 外】作業が１日で終わる場合

【届出対象】振動規制指定地域内で下記特定建設作業を行う場
合
【対 象 外】作業が１日で終わる場合

【届出対象】騒音規制指定地域外で下記特定建設作業を行う場
合
【対 象 外】作業が１日で終わる場合

【特定建設作業の種類】

１．くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい
抜機（圧入式くい打くい抜機を除く）を使用する作業（く

い打機をアースオーガーと併用する作業を除く）
２．びょう打機を使用する作業
３．さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する

作業にあっては、１日における当該作業に係る二地点間の
最大距離が 50 メートルを超えない作業に限る）

４．空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものにあって

は、その原動機の定格出力が 15kw 以上のものに限る）を使
用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く）

５．コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45m3以上

のものに限る）又はアスファルトプラント（混練機の混練
容量が 200kg 以上のものに限る）を設けて行う作業（モル
タルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う

作業を除く）
６．バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生し
ないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の

定格出力が 80kw 以上のものに限る）を使用する作業
７．トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音
を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、

原動機の定格出力が 70kw 以上のものに限る）を使用する作
業

８．ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生

しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機
の定格出力が 40kw 以上のものに限る）を使用する作業

【特定建設作業の種類】

１．くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く）、くい抜
機（油圧式くい抜機を除く）又はくい打くい抜機（圧入式く

い打くい抜機を除く）を使用する作業
２．剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
３．舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動す

る作業にあっては、１日における当該作業に係る二地点間の
最大距離が 50 メートルを超えない作業に限る）

４．ブレーカー（手持式のものを除く）を使用する作業（作業

地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該
作業に係る二地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作
業に限る）

【特定建設作業の種類】

１．くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい抜
機（圧入式くい抜機を除く）を使用する作業（くい打機をア

ースオーガーと併用する作業を除く）
２．びょう打機を使用する作業
３．さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作

業にあっては、１日における当該作業に係る二地点間の最大
距離が 50 メートルを超えない作業に限る）

４．空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、

原動機の定格出力が 15kw 以上のものに限る）を使用する作業
（さく岩機の動力として使用する作業を除く）

５．コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45m3以上の

ものに限る）又はアスファルトプラント（混練機の混練容量
が 200kg 以上のものに限る）を設けて行う作業（モルタルを
製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除

く）

【届出方法】

・作業開始日の７日前まで、根室市長に届け出る。
・災害その他非常事態により緊急に行う場合はこの限りでな
い。

【届出方法】

・作業開始日の７日前まで、根室市長に届け出る。
・災害その他非常事態により緊急に行う場合はこの限りでな
い。

【届出方法】

・作業開始日の７日前まで、根室市長に届け出る。
・災害その他非常事態により緊急に行う場合はこの限りでな
い。

【騒音・振動の規制基準】

※第１号区域とは指定地域のうち第１種区域と第２種区域（振動にあっては第１種区域）の全域及び第３種区域と第４種区域（振動にあっては第２種区域）のうち、次の施設の敷地の周囲８０

ｍの区域内
①学校教育法に規定する学校、②保育所、③病院・診療所等、④図書館、⑤特別養護老人ホーム

※第２号区域とは指定地域のうち上記以外の区域

区分 基準値
作 業 時 間 １日当たりの作業時間 作 業 期 間

第１号区域 第２号区域 第１号区域 第２号区域 第１・２号区域

騒音規制法 ８５db 午後７時から午前７

時までの間は行わな
いこと

午後１０時から午前

６時までの間は行わ
ないこと

１０時間を超えて行わないこと １４時間を超えて行わないこと 連続６日を超えないこと（日曜

日その他の休日でないこと）
振動規制法 ７５db

５
－
４


